
　
　
平
成
�
年
度
運
動
経
過
並
び
に

組
織
活
動
報
告

平
成
�
年
７
月
１
日
か
ら

平
成
�
年
６
月
�
日
ま
で

一
　
運
動
経
過
の
概
況

　
本
連
盟
は
、
平
成
�
年
９
月
�
日

開
催
の
第
�
回
定
期
大
会
で
採
択
し

た
運
動
方
針
、
重
点
運
動
及
び
組
織

活
動
方
針
に
基
づ
い
て
、
税
制
改
正

・
税
制
改
革
、
税
理
士
制
度
改
革
及

び
組
織
強
化
等
の
諸
問
題
に
対
し
積

極
的
に
取
り
組
み
、
納
税
者
及
び
中

小
企
業
の
視
点
に
立
っ
て
以
下
の
運

動
を
強
力
に
展
開
し
た
。

＜
重
点
運
動
１
＞
　
国
民
に
信
頼

さ
れ
る
税
理
士
制
度
を
確
立
す
る

た
め
、
税
理
士
法
改
正
を
実
現
す

る
た
め
の
運
動
を
行
う
。
　
　
　

⑴
　
納
税
環
境
整
備
の
一
環
と
し
て

税
理
士
制
度
の
見
直
し
の
必
要
性

を
要
望
し
、
平
成
�
年
３
月
の
改

正
法
案
の
国
会
上
程
を
目
指
し
て

活
動
を
展
開
し
た
。
し
か
し
、
平

成
�
年
�
月
�
日
施
行
の
衆
議
院

総
選
挙
の
結
果
、
政
権
交
代
と
な

り
、
再
出
発
を
強
い
ら
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。

⑵
　
税
制
改
正
の
審
議
は
、
再
び
自

民
党
税
制
調
査
会
（
以
下
「
党
税

調
）
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
党
税
調
は
、
新
年
早
々
の
１

月
７
日
か
ら
年
度
改
正
の
審
議
に

着
手
し
た
。

　
本
連
盟
は
、
平
成
�
年
３
月
の

法
案
提
出
を
目
指
し
、
そ
の
旨
与

党
税
制
改
正
大
綱
に
明
記
す
る
こ

と
を
要
望
し
た
。
し
か
し
、
税
制

改
正
大
綱
に
は
「
検
討
項
目
」
と

し
て
処
理
さ
れ
た
。

⑶
　
本
連
盟
は
、
平
成
�
年
�
月
、

東
京
税
理
士
会
と
合
同
で
「
税
理

士
法
改
正
運
動
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ

ー
ム
・
東
京
本
部
」を
編
成
し
た
。

同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
は
、
平

成
�
年
１
月
８
日
、
京
王
プ
ラ
ザ

ホ
テ
ル
で
「
税
理
士
法
改
正
運
動

総
決
起
大
会
」
を
開
催
し
た
。
こ

の
大
会
に
は
、
石
原
伸
晃
環
境
大

臣
（
自
民
党
都
連
会
長
）
と
下
村

博
文
文
部
科
学
大
臣
が
激
励
に
駆

け
つ
け
た
。

⑷
　
税
理
士
制
度
に
影
響
を
与
え
る

公
認
会
計
士
試
験
合
格
者
の
動

向
、
司
法
制
度
改
革
後
の
動
向
、

環
太
平
洋
戦
略
的
経
済
連
携
協
定

（
Ｔ
Ｐ
Ｐ
）
の
動
向
等
に
も
注
視

し
て
き
た
。

＜
重
点
運
動
２
＞
　
税
の
専
門
家

と
し
て
、
納
税
者
の
声
が
反
映
さ

れ
た
税
制
改
革
を
実
現
す
る
た
め

の
運
動
を
行
う
。
　
　
　
　
　
　

１
　
平
成
�
年
度
税
制
改
正
に
関
す

る
要
望
等
に
つ
い
て

⑴
　
平
成
�
年
６
月
�
日
付
で
「
平

成
�
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
要

望
」
を
取
り
ま
と
め
た
。
要
望
項

目
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

【
要
望
項
目
】

は
じ
め
に

Ⅰ
　
個
別
税
法
改
正
項
目

１
　
土
地
建
物
等
の
譲
渡
所
得
に
対

す
る
課
税
方
法
を
分
離
課
税
か
ら

総
合
課
税
に
変
更
し
損
益
通
算
及

び
繰
越
控
除
を
認
め
る
こ
と
。
ま

た
、
不
動
産
所
得
に
係
る
損
益
通

算
の
特
例
は
廃
止
す
る
こ
と
。

２
　
役
員
給
与
の
損
金
不
算
入
規
定

を
見
直
す
こ
と
。

３
　
消
費
税
の
届
出
書
類
等
の
提
出

期
限
を
見
直
す
こ
と
。

４
　
小
規
模
事
業
者
の
消
費
税
納
税

義
務
の
見
直
し
と
消
費
税
額
の
適

正
な
価
格
転
嫁
を
担
保
す
る
措
置

を
講
ず
る
こ
と
。

５
　
交
際
費
課
税
へ
の
�
％
課
税
の

即
時
廃
止
及
び
そ
の
範
囲
を
見
直

す
こ
と
。

６
　
一
括
償
却
資
産
の
損
金
算
入
制

度
の
廃
止
、
少
額
減
価
償
却
資
産

の
取
得
価
額
及
び
繰
延
資
産
の
一

時
損
金
算
入
限
度
額
を
�
万
円
未

満
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。

７
　
所
得
控
除
全
体
の
見
直
し
と
人

的
控
除
部
分
の
給
付
付
き
税
額
控

除
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
。

Ⅱ
　
納
税
環
境
整
備
に
関
す
る
項
目

１
　
税
制
の
企
画
立
案
手
続
の
公
正

性
・
透
明
性
を
確
保
す
る
こ
と
。

２
　
国
税
通
則
法
第
１
条
（
目
的
）

に
「
納
税
者
の
権
利
利
益
の
保
護

に
資
す
る
」旨
の
文
言
を
追
加
し
、

納
税
者
権
利
憲
章
を
制
定
す
る
こ

と
。

３
　
社
会
保
障
と
税
制
の
一
体
改
革

に
つ
い
て
は
、
給
付
付
き
税
額
控

除
を
導
入
し
効
率
的
な
社
会
給
付

を
行
っ
て
い
く
こ
と
。
ま
た
、
所

得
把
握
の
た
め
に
必
要
な
番
号
制

度
に
つ
い
て
は
第
三
者
機
関
に
よ

り
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
チ
ェ
ッ
ク
を

厳
格
に
行
い
、
適
切
な
運
用
が
行

わ
れ
る
よ
う
制
度
設
計
を
す
る
こ

と
。

４
　
国
税
不
服
審
判
所
を
、
よ
り
公

正
な
審
議
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

機
関
と
す
る
こ
と
。

Ⅲ
　
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
会
計

制
度
改
革

⑵
　
前
事
業
年
度
か
ら
の
各
省
庁
の

税
制
改
正
に
関
す
る
意
見
募
集
に

対
し
、
上
記
要
望
を
も
と
に
所
管

に
関
連
す
る
項
目
に
つ
い
て
意
見

を
提
出
し
た
。
（
提
出
先
：
内
閣

府
、
金
融
庁
、
総
務
省
、財
務
省
、

厚
生
労
働
省
、
文
部
科
学
省
、
国

土
交
通
省
、
経
済
産
業
省
、
農
林

水
産
省
、
環
境
省
　
１
府
・
１
庁

・
８
省
）

⑶
　
平
成
�
年
８
月
�
日
、
東
京
都

選
出
議
員
と
政
府
税
制
調
査
会
委

員
へ
の
陳
情
を
皮
切
り
に
活
動
を

本
格
化
さ
せ
た
。
本
連
盟
の
第
�

回
定
期
大
会
懇
親
会
に
来
賓
出
席

し
た
国
会
議
員
等
に
同
要
望
書
を

手
交
し
た
。

⑷
　
平
成
�
年
９
月
�
日
に
実
施
さ

れ
た
民
主
党
都
連
の
「
平
成
�
年

度
国
家
予
算
に
対
す
る
ヒ
ア
リ
ン

グ
」
に
も
同
要
望
書
を
提
出
し
説

明
を
行
っ
た
。
ま
た
、
�
月
３
日

に
実
施
さ
れ
た
自
民
党
都
連
の

「
平
成
�
年
度
予
算
案
に
対
す
る

ヒ
ア
リ
ン
グ
」
に
も
同
要
望
書
を

提
出
し
、
説
明
を
行
っ
た
。

⑸
　
平
成
�
年
�
月
�
日
に
実
施
し

た
民
主
党
都
連
と
の
朝
食
懇
談
会

（
於
・
衆
議
院
第
一
議
員
会
館
多

目
的
ホ
ー
ル
）
に
お
い
て
同
要
望

書
を
提
出
し
、
平
成
�
年
度
税
制

改
正
に
関
す
る
要
望
を
行
っ
た
。

自
民
党
都
連
と
の
朝
食
懇
談
会

は
、
衆
議
院
解
散
・
総
選
挙
が
目

前
に
迫
っ
た
た
め
、急
遽
延
期
し
、

平
成
�
年
１
月
�
日
に
開
催
（
於

・
自
民
党
本
部
）
、
同
要
望
書
を

提
出
し
平
成
�
年
度
税
制
改
正
に

関
す
る
要
望
を
行
っ
た
。

⑹
　
平
成
�
年
度
税
制
改
正
で
は
、

以
下
の
要
望
項
目
が
実
現
し
た
。

①
　
利
子
税
・
延
滞
税
の
税
率
の

引
き
下
げ

②
　
中
小
法
人
に
対
す
る
交
際
費

の
損
金
算
入
額
の
拡
大
等

③
　
中
小
企
業
経
営
・
事
業
承
継

円
滑
化
法
に
基
づ
く
事
業
承
継
の

要
件
の
緩
和

④
　
更
正
の
請
求
期
間
の
延
長

２
　
平
成
�
年
度
税
制
改
正
へ
の
対

応
に
つ
い
て

⑴
　
「
平
成
�
年
度
税
制
改
正
大
綱

の
行
方
」
と
題
し
て
平
成
�
年
２

月
４
日
、
東
京
税
理
士
会
と
合
同

セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
た
。
基
調
講

演
は
田
中
一
穂
・
財
務
省
主
税
局

長
と
中
里
実
・
東
大
大
学
院
法
学

政
治
研
究
家
教
授
に
お
願
い
し

た
。
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

は
、
中
里
教
授
、
平
川
忠
雄
・
日

本
税
務
会
計
学
会
長
（
上
野
支

部
）
、
名
倉
明
彦
・
東
京
会
制
度

部
長
（
新
宿
支
部
）
及
び
宮
本
雄

司
・
東
税
政
政
策
委
員
長
（
座
長

・
本
所
支
部
）
を
パ
ネ
リ
ス
ト
に

議
論
を
展
開
し
た
。

⑵
　
本
連
盟
は
、
平
成
�
年
６
月
�

日
開
催
の
幹
事
会
で
「
平
成
�
年

度
税
制
改
正
に
関
す
る
要
望
」
を

決
定
し
た
。
平
成
�
年
度
改
正
に

つ
い
て
各
省
庁
か
ら
の
意
見
募
集

は
な
か
っ
た
。

３
　
都
政
に
関
す
る
要
望
に
つ
い
て

⑴
　
平
成
�
年
６
月
�
日
付
で
要
望

書
「
都
政
に
関
す
る
要
望
」
を
作

成
し
、
こ
の
要
望
に
基
づ
い
て
都

議
会
各
会
派
と
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
に

対
応
し
た
。

【
要
望
事
項
】

は
じ
め
に

Ⅰ
　
都
政
全
般
に
関
す
る
事
項

１
　
適
正
な
財
政
支
出
と
行
政
改
革

に
つ
い
て

２
　
中
小
企
業
を
支
援
す
る
た
め
の

施
策
に
つ
い
て

３
　
税
理
士
の
積
極
的
な
活
用
に
つ

い
て

Ⅱ
　
事
業
税
・
住
民
税
に
関
す
る
事

項１
　
法
人
の
事
業
税
、
都
道
府
県
民

税
及
び
市
町
村
民
税
に
欠
損
金
の

繰
戻
し
還
付
制
度
を
創
設
す
る
こ

と
。

２
　
法
人
事
業
税
の
外
形
標
準
課
税

の
廃
止
を
要
望
し
、
対
象
法
人
の

拡
大
に
反
対
す
る
。

３
　
個
人
事
業
税
に
関
す
る
事
業
主

控
除
額
を
５
０
０
万
円
に
引
き
上

げ
る
こ
と
。

４
　
個
人
住
民
税
の
均
等
割
及
び
所

得
割
の
非
課
税
の
基
準
と
所
得
税

の
基
礎
控
除
を
統
一
す
る
こ
と
。

５
　
公
的
年
金
所
得
者
の
申
告
に
関

す
る
取
り
扱
い
を
国
税
と
地
方
税

と
で
統
一
す
る
こ
と
。

Ⅲ
　
固
定
資
産
税
に
関
す
る
事
項

１
　
減
価
償
却
制
度
の
改
正
に
合
わ

せ
て
、
固
定
資
産
税
に
お
い
て
も

同
様
に
償
却
を
行
な
っ
て
償
却
資

産
の
課
税
標
準
額
を
算
定
す
る
こ

と
。

２
　
固
定
資
産
税
の
免
税
点
を
基
礎

控
除
額
と
し
、
そ
の
金
額
を
引
き

上
げ
る
こ
と
。
ま
た
�
万
円
未
満

の
少
額
資
産
を
課
税
対
象
か
ら
除

外
す
る
こ
と
。

３
　
土
地
、
家
屋
の
評
価
方
法
に
つ

い
て
見
直
し
を
す
る
こ
と
。

４
　
固
定
資
産
の
納
税
通
知
書
に
、

共
有
物
件
の
場
合
は
共
有
者
ご
と

に
、
複
数
の
資
産
を
有
す
る
者
に

つ
い
て
は
、
資
産
ご
と
の
課
税
標

準
額
を
明
示
し
て
通
知
す
る
こ

と
。

５
　
償
却
資
産
に
係
る
固
定
資
産
税

の
申
告
制
度
に
つ
い
て
は
、
効
率

化
の
観
点
よ
り
見
直
し
を
す
る
こ

と
Ⅳ
　
少
額
配
当
課
税

　
少
額
配
当
に
係
る
非
課
税
措
置
を

復
活
す
る
こ
と
。

Ⅴ
　
不
動
産
取
得
税

　
不
動
産
取
得
税
の
課
税
要
件
を
見

直
し
す
る
こ
と
。

Ⅵ
　
賦
課
決
定
等
の
通
知
の
時
期
に

関
す
る
事
項

　
不
動
産
取
得
税
の
賦
課
決
定
等
に

つ
い
て

⑵
　
東
京
都
は
、
本
連
盟
が
提
唱
し

て
い
た
複
式
簿
記
・
発
生
主
義
に

基
づ
く
会
計
基
準
を
平
成
�
年
度

か
ら
本
格
的
に
導
入
し
、
事
業
別

財
務
諸
表
を
活
用
し
説
明
責
任
の

充
実
に
努
め
つ
つ
、
財
政
運
営
の

効
率
化
を
進
め
て
い
る
。

　
本
連
盟
は
、
民
主
党
及
び
自
民

党
と
の
朝
食
懇
談
会
に
お
い
て
も

複
式
簿
記
・
発
生
主
義
会
計
の
全

世
界
に
お
け
る
導
入
状
況
を
説
明

し
、
政
府
及
び
各
地
方
公
共
団
体

で
の
早
期
導
入
を
要
望
し
た
。

⑶
　
上
記
の
本
連
盟
の
要
望
事
項
に

つ
い
て
は
、
都
議
会
各
派
か
ら
東

京
都
の
対
応
に
つ
い
て
通
知
を
受

け
て
い
る
。

＜
重
点
運
動
３
＞
　
納
税
者
の
権

利
利
益
を
擁
護
す
る
立
場
か
ら
、

税
務
行
政
の
改
善
及
び
適
正
手
続

の
確
立
を
図
る
国
税
通
則
法
改
正

を
実
現
す
る
た
め
の
運
動
を
行

う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑴
　
納
税
者
権
利
憲
章
の
策
定
を
含

む
納
税
環
境
の
整
備
に
つ
い
て
積

極
的
に
取
り
組
ん
だ
結
果
、
平
成

�
年
度
税
制
改
正
で
は
利
子
税
・

延
滞
税
の
税
率
引
き
下
げ
が
実

現
、
納
税
環
境
の
整
備
は
着
実
に

前
進
し
た
。

⑵
　
国
税
不
服
審
判
制
度
の
改
革
に

向
け
て
平
成
�
年
度
税
制
改
正
で

は
、
「
国
税
不
服
審
判
所
を
、
よ

り
公
正
な
審
議
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
機
関
と
す
る
こ
と
」
を
引
き

続
き
要
望
し
た
。
国
税
審
判
官
の

民
間
専
門
家
の
登
用
は
「工
程
表
」

に
基
づ
き
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
半
数
は
弁
護
士
で
あ
る
。
税

理
士
の
さ
ら
な
る
登
用
を
目
指
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑶
　
行
政
不
服
審
査
法
の
改
正
に
つ

い
て
は
、
平
成
�
年
４
月
に
国
会

に
提
出
さ
れ
た
が
、
審
議
が
行
わ

れ
な
い
ま
ま
衆
議
院
解
散
に
よ
っ

て
審
議
未
了
・
廃
案
と
な
っ
た
。

民
主
党
政
権
下
で
は
行
政
救
済
制

度
検
討
チ
ー
ム
に
お
い
て
検
討
作

業
が
進
め
ら
れ
、
平
成
�
年
�
月

�
日
、
「
行
政
救
済
制
度
検
討
チ

ー
ム
と
り
ま
と
め
」
を
公
表
し
た

も
の
の
法
案
提
出
に
は
至
ら
な
か

っ
た
。

　
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え

て
、
総
務
省
は
、
見
直
し
方
針
を

取
り
ま
と
め
、
平
成
�
年
５
月
�

日
「
行
政
不
服
審
査
制
度
の
見
直

し
に
つ
い
て
（
案
）
」
を
パ
ブ
リ

ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
付
し
た
。

＜
重
点
運
動
４
＞
　
司
法
制
度
に

対
し
て
は
、
真
に
国
民
の
た
め
の

司
法
制
度
構
築
を
め
ざ
し
、
税
理

士
の
立
場
を
踏
ま
え
て
積
極
的
な

役
割
を
担
う
た
め
の
運
動
を
行

う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑴
　
平
成
�
年
に
法
整
備
さ
れ
た
司

法
制
度
改
革
の
う
ち
、
法
曹
人
口

増
加
策
、
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ

ー
（
法
テ
ラ
ス
）
、裁
判
員
制
度
、

Ａ
Ｄ
Ｒ
（裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
）

等
、
及
び
公
認
会
計
士
試
験
制
度

改
正
に
伴
う
公
認
会
計
士
増
加
策

が
税
理
士
制
度
や
業
務
へ
の
影
響

が
考
え
ら
れ
る
事
項
の
実
状
を
注

視
し
て
き
た
。

　
新
司
法
試
験
に
よ
る
合
格
者
の

増
員
が
税
理
士
制
度
と
税
理
士
の

業
務
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ

す
の
か
、
今
後
と
も
注
視
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
。

⑵
　
法
務
省
に
設
置
さ
れ
て
い
る
法

曹
養
成
制
度
検
討
会
議
は
、
平
成

�
年
８
月
か
ら
法
曹
制
度
改
革
に

向
け
て
の
検
討
作
業
を
進
め
、
ハ

ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
行
っ
た

後
、
平
成
�
年
６
月
�
日
、
「
法

曹
養
成
制
度
検
討
会
議
と
り
ま
と

め
」
を
決
定
し
た
。
司
法
試
験
合

格
者
数
の
見
直
し
や
法
科
大
学
院

の
淘
汰
な
ど
今
後
の
動
向
が
注
目

さ
れ
る
。

⑶
　
平
成
�
年
５
月
１
日
か
ら
新
会

社
法
が
施
行
さ
れ
、
本
連
盟
は
、

実
務
上
の
問
題
点
の
発
生
に
関
心

を
持
ち
注
視
し
て
き
た
が
、
本
事

業
年
度
中
は
特
に
対
応
す
べ
き
問

題
の
発
生
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

⑷
　
民
主
党
政
権
下
に
お
い
て
法
制

審
議
会
の
会
社
法
制
部
会
は
、
平

成
�
年
４
月
か
ら
統
治
機
構
の
あ
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